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相談窓口

より安全にインターネットを利用するため

を活用しましょう。
アカウントの保護は、パスワード・IDの管理だけでは危険です！

○ パスワード・ID管理の適正管理「３ない行動」を守る。

（に加えて・・・）

○ ２段階認証を活用する。
・SMS（ショートメール）や専用アプリで取得できる
「認証（セキュリティ）コード」(※ワンタイムパスワード)を入力する。
《お願い》コードの受信に、(インターネットで無料で使える)フリーメールは使用

しないでください。SMSや携帯キャリアメールが安全です。

・その他、個人の「指紋、静脈、虹彩」などを登録する生体認証もあります。

【その１】

簡単にしない！
・英数字記号含めて10文字以上にする。
・名前、電話番号、誕生日、簡単な英単語
など推測されやすいものにしない。

【その２】

使い回さない！
・同じIDやパスワードをいろいろなウェブ
サービスで使い回さない。

【その３】

教えない！
・メールやインターネットサイト上で、
ＩＤやパスワードを求められても、安易に
入力したり、教えたりしない。

２ 段 階 認 証

誰かがあなたのパスワード（ID）でログインしよう
（アカウントを乗っ取ろう）としています！！

○ 使用中のパスワードはすぐに変更し、送られてきたコードは
絶対に誰にも教えないでください！

！

自分がログインする時以外（メール等でログインを促さ

れた場合も含む。）で、認証コードが送られてきたら…


